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■大分県別府市にある社会福祉法人別府光の園は、児童家庭支援センター・児童養護施設・放課後児童クラブ・
保育所・児童館・一時保護専用施設・別府市子ども家庭総合支援拠点支所・共同生活援助グループホームの
８事業を児童家庭センターを中心に複合的に展開することによって、幅広い年齢層の子どもたちが自然に過
ごせる場所となり、地域に開かれた児童福祉施設として知られている。

■光の園子ども家庭支援センターでは、一時保護・ショートステイ・里親レスパイトケアなど、宿泊を伴う
預かり事業によって、２４時間３６５日体制で地域を見守っており、アウトリーチを含む相談支援業務のほ
か行政機関では対応困難な夜間、休日の対応を “ 預かり ” という具体性のある支援でフォローしている。

■光の園子ども家庭支援センターの特徴の一つとしては市との強固な連携がある。社会福祉法人光の園が別
府市子ども家庭総合支援拠点事業を受託していること、更に児童家庭支援センターにおいて別府市支援対象
児童等見守り強化事業を市の補助を受け実施していることにより、市との連携が図れている。

■地域のニーズに応えるために、県や市町村等と連携しながら事業を進めている光の園の実践から、歴史と
理念によって培われた専門性を見出すことができた。

①別府市・・・人口 113,958 人。日本有数の温泉地。

約 3,000 人の留学生を受け入れるなど、国際交流都市と

しても発展。「湯けむりと、ぬくもりの中で、子育てしや

すいと実感できるまち」を目指す。

市内には、光の園含め児童養護施設が３か所、乳児院が

１か所ある。

②近隣市町村との関係・・・国東市、杵築市、日出町、

別府市、大分市、豊後大野市、佐伯市、がショートステ

イ受け入れ地域。また、別府市を含む 3 市町村にて、要

対協のケース管理会議に参加。

大分県

福岡県

熊本県

別府市

事業所名・所在地：光の園子ども家庭支援センター・大分県別府市荘園八組　
母体（設置主体）社会福祉法人別府光の園
開設年：平成 11（1999）年
設置主体が有する施設・機関と併設状況：
　児童養護施設・保育園・児童館・一時保護所・別府市子ども家庭総合支援拠点事業
　放課後児童クラブ・共同生活援助事業グループホーム
スタッフ：総数７名＋５名　
　７名（相談員３名　心理士１名　市拠点事業担当２名　見守り強化事業１名）
　５名（一時保護所担当職員３名　児童養護施設里親支援専門相談員１名、
　　　　児童養護施設心理療法士１名）
開設時間：２４時間　３６５日

基礎データ

⑦光の園子ども家庭支援センター（大分県別府市）

子どもと家庭を支えるために
預かりを中心に行政と連携した地域支援
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開かれた児童福祉施設を目指して
　戦後まもなく一人のシスターが「私がお母さ
んになりましょう」と児童養護施設をはじめた
ことから、今でもカトリックの慈愛の精神を大
切にしながら事業を進めており、光の園の養育
論 “Deo　Gratias” を中心に理念が引き継がれ
ている。児童養護施設で暮らす子どもたちは「い
つまでも光の園が守ってくれる」と感じながら
育つ文化があるという。
　先代の施設長は創設者のシスターに育てられ
た経験から「里子、施設の子、地域の子などが
区別されることなく地域で育っていくようにし
たい」という想いがあった。同じ敷地内で地域
の子どもを見守る事業を行うことによって想い
が現実となり、赤ちゃんから幼児、小学生、中
高生までたくさんの子どもたちが行きかう場所
となった。今では小学校区の約8割の子どもは、
光の園で時間を共に過ごした子どもたち。みん
な「光の園の子どもたち」である。

　 「夜間でも、休日でも、別府市から子どもを
預かってほしいと依頼があった時は断らない」
と松永統括施設長は話す。現在に至るまで運営
は苦労の連続だが、地域のニーズに応え続けて
きた結果として「子どもを見守る温かい場所」
という認識が広がり、支援サービスを利用する
ことへのハードルが下がってきている。広報・
宣伝活動は一切していないにも関わらずショー
トステイ・レスパイトなど支援ニーズは増加の
一途を辿っている。

社会福祉法人　別府光の園
　本体施設は住宅街の中、山と海と湯気が見渡
せる場所にある。門の前には別府市が設置し
た「休憩所」の旗と、地域住民が座り休むため
のベンチが置かれている。中に入ると、チャペ
ルを改装した子どもたちの遊び場や保育園・学
童クラブなど地域の子どもたちが過ごすスペー
ス、事務棟と児童館を過ぎ坂を上ると、児童養
護施設の家が３棟建っている。地域の子どもた
ちが過ごす開かれた場所と児童養護施設の子ど
もたちが暮らす家は、緩やかな傾斜や樹木よっ
て自然な形ですみ分けされている。また、本体
施設の中には大学進学した青年や、自立前の子
どもたちのための自立訓練棟が準備されてい
る。
　 本 体 施 設 の 山 手 側 に、 こ ど も セ ン タ ー
Panem は建っている。１階に光の園子ども家
庭支援センターと別府市子ども家庭総合支援拠
点支所、２階に一時保護所の機能を備えた建物
である。子どもの預かり件数の増加で、以前の

活動のはじまり・変遷

活動の概要

年表
1936：「光の園病院」   開設
1946：児童養護施設   開設
1968：保育所   開設
1999：児童家庭支援センター   開所
2000：児童クラブ 　　 開設
2004：児童館 　開設
2012：別府市「子ども福祉塾」  第一回開催
2015：こども美術館　開設
2018：共同生活援助グループホーム　　開設
2020：別府市子ども家庭総合支援拠点　受託
2022： 一時保護所　開設



56

建物では対応が困難になったことにより、令和
４年４月に建物を新築し環境を整えたとのこと。
　本体施設から南に２００ｍ程離れた光の園Ⅱ
には子どもたちが暮らす家が３棟と、小さなハ
ンディキャップを持つ児童養護施設の卒園生が
暮らすための共同生活援助グループホームが１
棟あり、北に３００ｍ程離れた光の園Ⅲには１
棟の建物（１階：子どもたちの家、２階：共同
生活援助グループホーム）が建っている。

預かり支援による共感と寄り添い
　光の園では地域児童のショートステイや里親
レスパイトケア等は、子育て支援として必須事
業だと考えている。複雑化する社会や家庭の小
規模化・孤立化によって、家庭内だけで子ども
を養育することが非常に困難になっているため
である。夜間休日を含めた預かりは、養育に限
界を感じる保護者や子どもたちにとって、今後
ますます重要になってくるのではないかと感じ
ている。　
　夜間を含めた預かりによって、見えてくるも
のは多い。学校や保育所などの日中通っている
場所以上に生活の様子が表れるからである。家
庭内での子どもの課題や対応の難しさが少しず
つ見えてくることによって、保護者の困り事な
ど共感できる点が増える。地域や子育て家庭や
里親からの信頼は、「預かりによる共感」がベー
スとなっている。
　また、預かった際のアセスメント情報や、ケ
アにより変化していく過程を関係機関と共有し
ながら支援していくことで、保護者と関係機関

の間に生まれるギャップを埋められるように取
り組んでいる。保護者からだけでなく専門機関
という立場の光の園から支援の必要性等を伝え
ることによって、関係機関からの支援を得られ
ることも多い。説明や説得には長い期間がかか
る場合もあるが、関係機関（特に公的機関）を
巻き込んでいくことも、光の園として重要な役
割だと考えている。
　令和３年度の一時保護・ショートステイ・レ
スパイトケア・トワイライトステイの延べ利用
日数は１，４６２日。令和４年度は昨年度を超
える日数利用が想定されている。一日平均４～
８名程の子どもを預かり、子どもがいない日は
ない程に、支援ニーズは高まっている。

子どもたちのセーフティネットに
　「一つの機関や施設の力だけでは、子どもた
ちの育ちを支えていくことはできない。ひとつ
ひとつ小さな力を結集し、地域全体にアンテナ
を張り巡らせ、支援を必要とする子ども・子育
て家庭を見逃さないようにすることが大切だ」
と松永統括施設長は話す。実際に別府市内では
官民の児童福祉関係者が一緒に学びあう「別府
子ども福祉塾」が定期的に開催されている。
　当塾は平成 23 年に別府市内で起きた児童虐
待死事件を受け、二度と同じような過ちが起き
ないようにとの痛切な思いから、松永統括施設
長が初代塾長を担い開塾された。現在では別府
市の要保護児童対策地域協議会内の勉強会とし
て正式に認められ、医師・弁護士・教員・市職
員・児相職員・主任児童委員・施設職員・保育
所職員等、様々な立場の関係者が顔を合わせて
勉強会やケース検討会を行っている。児童福祉
に携わる関係者や専門家たちが顔の見える連携
を図る機会となり、地域一丸となって子どもた
ちを見守っていくという共通の認識が芽生えて
いるという。
　大分県との関係では、一時保護や指導措置が
円滑な連携を促している。一時保護の段階から
一緒に関わり、一時保護解除後や施設への措置
解除後に指導措置として家庭を支援していく。
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家庭から子どもを預かり家庭に帰った後まで児
童相談所と一緒に支援することによって、良い
事も良くなかった事も同時に体験することがで
きている。共に支援していくパートナーという
関係性が築けていると感じた。

里親支援
　大分県では全国に先駆けて里親委託推進に
取り組んできた。平成１６年に７．４％だった
大分県内の里親委託率は、令和２年度には約
３５％と全国でも高い水準となっており、早く
から取り組んできた成果が表れている。
　ただ、里親委託が進んでいるからこそ見えて
くる課題もあるという。一番の課題は、里親に
かかる負担があまりに大きいことだ。個人の家
庭で何年何十年にわたり社会的養育の子どもた
ちを支えていくのは容易ではない。特に乳幼児
や低年齢から委託された子どもたちが思春期を
迎える頃、不調となるケースを多く見てきてい
るとのことだ。
　また、兄弟姉妹が別々の里親や施設で暮らし
ていることも課題の一つだと感じている。里親
一家庭に複数の兄弟姉妹を一緒に委託すること
は難しいケースが多く、一人ずつ違う里親へ委
託されていることがしばしばある。
　こういった状況から、光の園では里親も里子
も一緒にサポートしていくために、レスパイト
ケアを行っている。令和３年度は延べ１０３件
２４５日受け入れており、令和４年度はさらに
増加しているとのこと。レスパイトケアで里親
から子どもを預かることで、里親の休息や子ど
ものアセスメント、別々の場所で暮らしている
兄弟姉妹の交流などを支えている。
　里親には、光の園を親戚の家のような感覚に
なってもらえるように日々関わっているとのこ
と。また子どもたちが里親宅に帰った際、「楽
しかった！また光の園に行きたい！」と言って
もらえるような暖かい関わりを心がけていると
いう。
　里親も地域で暮らす子育て家庭。里親だけで
子どもたちを育てていくのではなく、レスパイ

トケア等を通じて、一緒に育てていくという同
伴者としての視点が重要だと感じているとのこ
とであった。

民間ならではの支援を
　すでに通常の相談支援を行う機関は多くあ
る。ただし、相談支援だけでは解決できない問
題が現実には多い。児童家庭支援センターでは
より具体的で、実行性のある支援が必要だと感
じている。
　光の園では、支援対象児童等見守り強化事業

（以下見守り強化事業）や健診未受診者訪問、
泣き声通告の緊急訪問等のアウトリーチ型の支
援を行っている。別府市要保護児童対策地域協
議会の実務者連絡会に毎月参加しており、市内
のケースを把握していることがスムーズな支援
に繋がっているとのこと。
　見守り強化事業では、契約した家庭へ、週に
１度お弁当・日用品等を持って訪問を行う。行
政機関の訪問に抵抗を示す家庭でも、民間機関
がお弁当を持っていくことで家の中まで上がら
せてくれることもある。現在はハイリスクケー
スを含め１０～１５家庭を毎週訪問しており、
家庭内や子どもたちの状況を市と共有してい
る。訪問の中では保護者から「行政には言えな
いが」というような相談も実際に受けることが
でき、また子どもの行動面に困りを抱えている
家庭では、子どもの家庭での行動を観察するこ
ともできる。家の中に入ることができる支援と
して、非常に有用な事業だと感じている。

見守り強化事業の月間スケジュール表
土日祝日問わず、ほとんど毎日訪問を行っている
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別府市子育て支援課から見た光の園
　別府市は、児童相談所や光の園を含む関係機
関との関係が良好であり、地域の社会資源が多
いことが特徴だと考えている。
　子ども家庭総合支援拠点事業の拡充分を委託
している別府光の園は、市内にある児童福祉関
係の社会福祉法人の中でも特に支援対象児童等
の相談指導に関する知見や経験を有しており、
夜間・緊急時の対応を適切に行うことができる
よう児童相談所、市町村その他の関係機関との
連携及び支援体制を確保している。市はその専
門性、対応力を信頼しており、地域家庭を長く
支援し続けている光の園は、頼りになる存在で
ある。また、支援を進める中で、宿泊を伴う子
どもの預かりは重要であり、光の園が実施して
いるショートステイの重要性は高い。
　別府市の補助事業として光の園が実施してい
る見守り強化事業も別府市の大きな特徴となっ
ている。事業の提案は市が行うが、実際の訪問
は市職員ではないと伝えることで家庭からの抵
抗感が下げられ、承諾を得られることがある。
また、光の園が実施することで物資を家庭に届
け見守りを行うだけでなく、専門性の高い助言
指導や市と連携した対応、関係機関への繋ぎを
行うことができ、大変有意義な役割を果たして
いる。

別府市内の子育て環境
　別府市内では人口が地域に偏在しており、人
口の密集した地域の一部に貧困家庭が集まって
いる場所もある。転入者も多く、情報がない家
庭も多くある。そのような場合でも、別府市と
光の園が同行訪問するなど、可能な限り繋がれ
る工夫をしており、その手法として、それとな
く見守り強化事業を進めるなど様々な事業の活
用を行っている。

各機関との連携強化について
　光の園との連携は、互いに意見や希望を話し
合い、一緒に作り上げてきた。元々同じ方向を
目指していたところに、子ども家庭総合支援拠
点事業の委託により一層連携が強くなったと感
じる。現在では児童相談所からのスーパーバイ
ズを一緒に受け情報交換をしたり、ケースの動
きなどを密に話し合う機会も増えた。
　別府市、児童相談所、光の園が円滑に連携し
ていることは自分たちにとっては当たり前なこ
となので、工夫点はわからないが、強いて言え
ば押し付け合いがないことかもしれない。互い
にできることを対等な関係で話し合う。厳しい
指摘をすることもあるが、子どもたちのために
支援方針を全力で議論する。マネジメントの主
体はその都度変わる。児童相談所の継続ケース
は児童相談所がマネジメントする。地域ケース
は市役所がマネジメントすることもあれば、光
の園が主体となることもある。こういった対等
な関係を今後も継続していきたい。

今後について
　今後、光の園には今以上に多様なこども家庭
支援に関わって欲しいと考えている。具体的に
はこどもの貧困やヤングケアラー対策などへの
参入を期待している。市直営での活動には限界
がある。民間委託により人や事業を拡大し、専
門機関として市への助言や関係機関（特に児童
相談所）との連携を強化して欲しいと考えてい
る。併せて、視点が異なる各機関が連携するこ
とで、支援の死角を減らしていきたい。
　家庭が多様化しているため、支援も多様性が
求められている。国の施策・動向に注意し、支
援の幅が広がるように取り入れていきたいと考
えている。

他機関・パートナー等からの視点
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事業運営や事業展開の
課題と工夫（知恵袋）　

人材育成

運営費

啓発

　児童養護施設での勤務経験後、通所施設へ異動が基本となる。保育園の職員の約半数は児童養護施設勤務経験者。

児童養護施設での育成を主軸とするため、全職員に社会的養育の視点や、より支援を必要とする子どもたちへの養育

スキルが浸透している。児童養護施設で培った養育スキルを、通所施設で地域に還元している。同敷地内に機関が集

約しているため、児童らも他機関の職員と関係構築しやすい。全事業の統括を統括施設長が担うことで、法人として

の方針も共有される。

　また、研修体系では、年齢に応じた「キャリアパス」の考え方を取り入れている。

　社会福祉法人光の園では別府市子ども家庭総合支援拠点事業、光の園子ども家庭支援センターにおいて別府市支援

対象児童等見守り強化事業実施を受け、７名の職員を配置している。また一時保護所職員３名、里親支援専門相談員

１名、児童養護施設心理療法士１名と連携しながら業務にあたることで、相談事業や預かり機能、アウトリーチ等多

岐にわたる業務を行っている。

　保育所や放課後児童クラブ、児童館を併設していることで、ハイリスク家庭だけでなく地域の子どもたちや子育て

家庭が何らか心理的なバリアを感じずに利用できる「拠点」となっている。

　また、同じ敷地内で複数の事業を行っていることで、内部の連携を円滑にしている。児童家庭支援センターから児

童館へつないだり、保育園や学童クラブから児童家庭支援センターへ繋ぐケースもある。

　外部機関とは、預かり支援・見守り強化事業・子ども家庭総合支援拠点事業・要保護児童対策地域協議会等を通し

て、連携強化している。
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家庭に問題があるではなく、家庭を応援する
　光の園は児童養護施設単独で高機能・多機能
化ではなく、児童家庭支援センター・児童館・
保育園・放課後児童クラブなどと共同しながら

「地域の支援センター」化を目指し、現在の形
となった。これは約２０年前に前任の施設長が
絵を描き、実現に向けて一歩一歩進めてきた経
緯がある。
　児童家庭支援センターとしては宿泊機能なし
では行き詰まるのではないかと感じる。長期入
所は望んでいなくとも、短期間なら預けたいと
いうニーズは必ずある。近隣で新設された児童
家庭支援センターは宿泊機能を持っている所が
増えてきている。
　今後新しい社会的養育ビジョンの方針に従
い、児童養護施設は地域小規模化と分散化が進
み、役割が大きく変化していく。そういった背
景から、児童家庭支援センターは地域への窓口
として重要な役割を担っていくと考えている。
　光の園として、今後も行政だけでは手が届か
ないところへコミットした支援を継続していき
たい。機関から機関へ、安心できるバトンタッ
チを目指していく。

気 “ パシャ “ 。いかんいかん、今日は頑張らな
いと。浮かれている場合 ” パシャ ” ではない。
　光の園へ到着。洋風の作りをしており、まる
で小さなニュー○ァンタジーランド。素敵…久
志様に案内していただき、松永様と合流。
　事前打ち合わせからうすうす感じてはいた
が、熱量がすごい。ノンストップで続く調査と
視察。情報量が…情報量が多い。これまとめら
れるだろうか。伝えたいことがありすぎる。夜
の懇親会では相澤仁先生の登場。パニック。翌
日の朝は、子どもたち一人一人に声をかける松
永様の姿を見学。みんな、良い顔してる。
　光の園は、まるで異世界転生した自施設を見
ているようだった。機能的にはかなり似通って
いて、別のルートに進むとこうなるんだなと感
じた。多少の無茶をして、作った実績が新たな
活路を見出すことは、自施設での体験と重なる。
初期投資は必要。それを先導するリーダーが重
要と思う。
　関係機関のお話では、児童相談所、市、光の
園の円滑な連携を「当たり前」と評する。担当
者変更も問題なし。尊敬通り越して嫉妬すら感
じる。「ずるいよ」と言いたくなったのは私だ
けではないはず。いや、努力の結果なので何一
つずるくないのは理解している。
　帰路では藤井理事長とご一緒に様々な検討。
最終的には「人」の影響は大きい。しかしそれ
だけではないはず。他の施設でもできそうなこ
とが伝えられたら。あっという間に到着。
　振り返って読むと文字でいっぱいに…。事務
局から「自身で撮った写真を載せてはどうか」
との提案があったが、そうすると見聞録だけ観
光みたいな写真がいっぱいになりそう…やっぱ
りやめよう…こんなはずではなかった。

（調査員：加藤弘樹、藤井康弘、鈴木洋子、
　　　　　　　　　　　　　文責：加藤弘樹）

　センター長から代理し、リーダーを担う。
ISEP 藤井理事長がサブで入られると伺い、極
限の緊張感。事前打ち合わせでは私の緊張を察
した松永様が、「事例３つのところ、6 つ用意
したけん、加藤さん安心して」と温かいお言葉。
　久しぶりの都会。羽田へ向かう。電車内はす
ごい量の人。周囲を見てリュックを前に背負う
べきだったと気づく。モノレールに乗り換える。
あれ、皆さんリュックいつ後ろに直したの。今
度は後ろに背負えばいいのか。別府の人口は高
萩の 4 倍近く。きっと都会なのだろう。
　ISEP の方々と合流し、いざ別府へ。到着し
バスに乗る。右を見ると山、左を見ると海。そ
こだけ切り取ると高萩と一緒だ。うわすごい湯

今後の展望

研究員の見聞録


